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第1章　総則

(目的)

第1条　この条例は､秋田市都市療境の創造および保全に関する基本条例

(平成14年秋田市条例第25号)第2条の基本理念にのっとり､都市計画

法(昭和43年法律第100号｡以下｢法｣という｡ )に規定する開発行為

等に関し必要な事項を定めることにより､優良な宅地開発を促進すると

ともに､計画的で秩序あるまちづくりを推進し､良好な居住環境の整備

を図ることを目的とする｡

(平17条例24･一部改正)

(定義)

第2条～第15条の2　(略)



(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途等)

第15条の3　法第34条第11号の開発区域およびその周辺の地域における環

境の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物

等の用途は､次に掲げる用途以外の用途とする｡

(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2 (い)項第1号に規定

する建築物のうち､自己の居住の用に供する住宅

(2)建築基準法別表第2 (い)項第2号に規定する建築物のうち､自己

の居住および業務の用に供する兼用住宅

2　前項各号に定める用途の予定建築物等の敷地面積は､ 200平方メート

ル以上とする｡ただし､ 200平方メートル未満であっても前条第1項の

規定により市長が土地の区域を指定する以前から-敷地として使用され､

隣接土地との一体性がないものと認められる敷地は､この限りでない｡

3　第1項各号に定める用途の予定建築物等の敷地は､前条第1項の規定

により市長が土地の区域を指定する以前から存する道路に接しているも

のとする｡

(平26条例63･追加)

以下　(略)




